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令和６年度第３回八代市地域公共交通会議 資料１ 

 

【協議事項１】 

乗合タクシー鏡町線における実証実験について 

 

令和６年１２月より、国の補助事業を活用し、乗合タクシー鏡町線（愛称：どんかっちょ）

において「まちづくりと連携した持続可能な交通サービスについての実証実験」を実施しま

す。 

 

本実証実験では、利便性向上のための乗降場所の増設・増便、地域団体と連携した外出促

進に向けた取組及び効率的な配車を行うための AI デマンド交通の導入を行うこととしてお

ります。 

 

つきましては、国土交通省九州運輸局へ事業計画変更の手続きを行うため、実施内容をご

確認のうえ、同意をいただくものです。 

 

なお、本協議事項は、令和６年度第２回八代市地域公共交通会議（令和６年８月２７日開

催）の報告事項３（参考資料）に関連する事項です。 
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令和６年度第２回八代市地域公共交通会議資料 参考資料 
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八代市鏡地域予約制乗合タクシー運行実施計画 

運行対象 

地域 

・鏡地域全域及び千丁町太牟田とする 

地域名 運行区域（対象範囲） 

鏡地域 
有佐、内田、貝洲、鏡、鏡村、上鏡、北新地、塩浜 

芝口、下有佐、下村、中島、野崎、宝出、両出 

千丁地域 太牟田 
 

運行方法 

・予約による時間固定型 

※予約のあった時のみ運行し、予約に応じて運行ルートを設定する。 

・運行区域を以下の３つのブロックに分けてそれぞれ運行ルートを設定する。 

 １．文政（北新地、宝出、貝洲、塩浜、両出） 

 ２．鏡（野崎、芝口、鏡、内田、鏡村、上鏡） 

 ３．有佐（中島、下村、有佐、下有佐、千丁町太牟田） 

運 行 日 

運 休 日 

運行便数 

運行時間 

・運 行 日：月曜日から土曜日までの週６日（各ブロック週２日） 

 １．文政（水・土） ２．鏡（月・木） ３．有佐（火・金） 

・運 休 日：なし 

・運行便数：１日４便（上り２便、下り２便） 

運 行 時 間 

 上 り 下 り 

１便 ８時３０分発便 １１時００分発便 

２便 ９時３０分発便 １３時００分発便 

 
 

・運 行 日：月曜日から土曜日までの週６日（各ブロック週２日） 

 １．文政（水・土） ２．鏡（月・木） ３．有佐（火・金） 

・運 休 日：元日 

・運行便数：１日７便（上り３便、下り４便） 

運 行 時 間 

 上 り 下 り 

１便 ８時３０分発便 １１時００分発便 

２便 ９時３０分発便 １２時３０分発便 

３便 １４時００分発便 １５時００分発便 

４便  １７時００分発便 

  

 

 

変更前 

変更あり 
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利用料金 

・地域内：１回乗車１８０円 

・割引 

１．身体障害者手帳（１種）所持者又は療育手帳所持者及び同乗するその

介助者 半額 

２．身体障害者手帳（２種）所持者 半額 

３．精神障害者保健福祉手帳所持者 半額 

４．運転免許返納者 半額 

５．中学生未満の者（次号に該当するものを除く。） 

６．小学生未満の者（保護者同伴の者に限る。） 

７．定期券※一月分の金額：５，０００円（三月を限度とする。） 

割引運賃に該当する者は２，５００円 

 

利用対象者 ・制限なし 

利用方法 

・利用者は、事前に利用予約を行う（行きの予約時に帰りの予約も可能）。 

・予約は、運行事業者の受付が電話にて受け付ける。 

・受付時間：前日午後７時までとする。 

・利用者は、事前に利用予約を行う（行きの予約時に帰りの予約も可能）。 

・予約は、運行事業者の受付が電話にて受け付ける。 

受付時間：運行の１週間前～３０分前までとする。 

運行車両 

・運行車両は、ジャンボ又はセダン型タクシーを使用。 

・ピーク時に定員を超える場合は、積み残しがないよう追加車両を配車する。 

・運行車両は運行事業受託者が保有する車両を使用する。 

運行態様 

・運行方法（許認可区分）：一般乗合旅客自動車運送事業「区域運行」 

（道路運送法第４条、道路運送法施行規則第３条の三） 

・毎月、実績報告を基に、運行費と収益（利用料金）との差額を、市から運行事

業者に補助する。 

・運行方法（許認可区分）：一般乗合旅客自動車運送事業「区域運行」 

（道路運送法第４条、道路運送法施行規則第３条の三） 

・運行に係る経費については、国及び八代市からの補助金をもってあてる。 

そ の 他 ・運行の期間：令和６年１２月９日（月）から令和７年２月８日（土） 

  

変更あり 

変更前 

変更あり 

変更前 
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■運送の区間 

鏡
町
線 

運 送 の 区 間 

基軸ルート① 

（文政ルート） 

基軸ルート①の乗降場所 ⇔ 基軸ルート①の乗降場所 

基軸ルート①の乗降場所 ⇔ 共通ルート④の乗降場所 

共通ルート④の乗降場所 ⇔ 共通ルート④の乗降場所 

基軸ルート② 

（鏡ルート） 

基軸ルート②の乗降場所 ⇔ 基軸ルート②の乗降場所 

基軸ルート②の乗降場所 ⇔ 共通ルート④の乗降場所 

共通ルート④の乗降場所 ⇔ 共通ルート④の乗降場所 

基軸ルート③ 

（有佐ルート） 

基軸ルート③の乗降場所 ⇔ 基軸ルート③の乗降場所 

基軸ルート③の乗降場所 ⇔ 共通ルート④の乗降場所 

共通ルート④の乗降場所 ⇔ 共通ルート④の乗降場所 

 

■乗降場所一覧 

鏡
町
線 

乗降場所一覧 

基軸ルート① 

（文政ルート） 

港区恵比寿前、西区公民館前、中区⑥村上商店前、中区公民館前、

中区③梅田前、東区公民館前、横江、宝出魚津海運前、硴原山下鉄

工前、硴原公民館前、有佐スーパー前、加藤神社前、塩浜公民館前、

貝洲新幹線下、フレッシュ志水前、文政郵便局、宝出児童公園前、

宝出公民館前、赤星公園前、外出公民館前、文政農協跡、北出公民

館前、大還児童公園前、大還二軒屋前 

基軸ルート② 

（鏡ルート） 

新出、砂原、野崎公民館前、西部小学校前、北、芝口 7 常会スク

ールバス停、前田建築前駐車場（芝口４常会四つ角）、芝口公民館前、

宮崎 Yショップ前、二軒小屋、横江金毘羅宮、農村公園の裏龍神宮、

三番割、渡地蔵さん前、津口公民館前、内田宅前、竜神宮前、鏡町

右岸公園東屋前、鏡川橋前、中新地交差点、火の口県道交差点下、

鏡ヶ池公園、上鏡公民館、中次団地 

基軸ルート③ 

（有佐ルート） 

斉藤四ツ角、中島公民館前、観音さん前、田河商店前、野口理容

前、木村整経所前、下村児童公園前、下村公民館、新屋敷西、新屋

敷東、不動寺前、北村公民館前、北里電気横、古屋敷２、古屋敷１、

小路 

①～③共通の 

運行ルート④ 

くろだ耳鼻科、鏡コミュニティセンター、鏡支所、JAやつしろ北

部支所、アーバンショッピングシティ、カガミユーウマート、尾田

内科医院、鏡地域福祉センター、よかと整形外科、前田医院、有佐

駅 

※乗降場所については、利用者からの要望に柔軟に対応するため、運行対象地域の範囲内に限

り、本会議の協議を経ずに増設する場合があります。 

※変更あり 
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【協議事項２】 

八代市地域公共交通計画の変更について 

 

乗合タクシー鏡町線の実証実験を行うにあたり、現行の八代市地域公共交通計画本

編及び別紙（フィーダー系統に係る計画）に変更を要するため、内容をご確認のうえ、

同意をいただくものです。 

 

【変更の概要】 

①八代市地域公共交通計画本編 

変更箇所：P105「7．補助系統に係る事業の概要や役割等を示した一覧表」 

変更内容：鏡町線の「補助事業の活用」「役割」について追記 

 

②八代市地域公共交通計画別紙（フィーダー系統に係る計画） 

変更箇所：別紙２（１）事業の目標、表１ 

変更内容：実証実験期間中の運行についてはフィーダー補助の対象外となること

から、当初計画から当該運行期間分を差し引く 
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【八代市地域公共交通計画本編の変更について】 

 

 

実
施
主
体

運
行
系
統
名

起
点

経
由
地

終
点

運
行
の
態
様

補
助
事
業
の
活
用

役
割

㈲
神
園
交
通

東
町
線

東
町
地
区

古
麓
地
区

区
域
運
行

（
４
条
乗
合
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
東
町
地
区
及
び
古
麓
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
幹
線
や
地
域
拠
点
に

接
続
す
る
。

㈲
昭
和
タ
ク
シ
ー

産
島
線

産
島
地
区

大
島
地
区

郡
築
地
区

区
域
運
行

（
４
条
乗
合
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
産
島
地
区
、
大
島
地
区
、
郡
築
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
幹
線
や
地

域
拠
点
に
接
続
す
る
。

㈲
西
田
交
通

㈲
親
和
タ
ク
シ
ー

平
和
町
線
（
右
回
り
）

ゆ
め
タ
ウ
ン
八
代

弥
次
分
校
前

ゆ
め
タ
ウ
ン
八
代

路
線
定
期
運
行

（
４
条
乗
合
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
金
剛
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
幹
線
や
地
域
拠
点
に
接
続
す
る
。

㈲
西
田
交
通

㈲
親
和
タ
ク
シ
ー

平
和
町
線
（
左
回
り
）

ゆ
め
タ
ウ
ン
八
代

南
平
和
町

ゆ
め
タ
ウ
ン
八
代

路
線
定
期
運
行

（
４
条
乗
合
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
金
剛
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
幹
線
や
地
域
拠
点
に
接
続
す
る
。

㈲
神
園
交
通

㈲
西
田
交
通

㈲
大
和
タ
ク
シ
ー

日
奈
久
～
坂
本
線

日
奈
久
地
区

二
見
地
区

坂
本
地
区

区
域
運
行

（
４
条
乗
合
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
交
通
不
便
地
区
で
あ
る
二
見
地
区
、
坂
本
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る

幹
線
や
地
域
拠
点
に
接
続
す
る
。

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
交
通
不
便
地
区
で
あ
る
鏡
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
幹
線
や
地
域
拠

点
に
接
続
す
る
。

共
創
・
M
a
a
S
実
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ま
ち
づ
く
り
と
連
携
し
た
持
続
可
能
な
交
通
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
実
証
実
験
を

行
う
（
R
6
.1
2
～
R
7
.2
）

㈲
神
園
交
通

高
田
線

高
田
地
区

麦
島
地
区

区
域
運
行

（
４
条
乗
合
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
高
田
地
区
、
麦
島
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
幹
線
や
地
域
拠
点
に
接

続
す
る
。

（
一
社
）
五
家
荘
地
域

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ご
か
ぐ
る
ま

五
家
荘
地
区

区
域
運
行

（
７
８
条
登
録
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
交
通
不
便
地
区
で
あ
る
五
家
荘
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
幹
線
や
地

域
拠
点
に
接
続
す
る
。

な
お
、
本
系
統
は
複
数
市
町
村
に
跨
っ
て
い
る
も
の
の
、
八
代
市
以
外
の
沿

線
市
町
村
の
経
費
負
担
は
な
く
、
利
用
の
実
態
と
し
て
、
八
代
市
民
以
外
の

利
用
者
は
い
な
い
た
め
、
沿
線
市
町
村
の
交
通
計
画
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
な
い
。

㈲
神
園
交
通

百
済
来
～
坂
本
線

坂
本
地
区

区
域
運
行

（
４
条
乗
合
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
補
助

主
に
交
通
不
便
地
区
で
あ
る
坂
本
地
区
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
幹
線
や
地
域

拠
点
に
接
続
す
る
。

（
備
考
）

補
助
系
統
に
係
る
事
業
の
概
要
や
役
割
等
を
示
し
た
一
覧
表

・
上
記
系
統
に
つ
い
て
は
、
計
画
P
７
６
に
示
す
乗
合
タ
ク
シ
ー
及
び
P
８
８
に
基
づ
き
導
入
し
た
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
つ
い
て
、
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
を
活
用
し
、
継
続
的
な
運
行

を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
。

㈱
八
代
タ
ク
シ
ー

㈲
千
丁
タ
ク
シ
ー

鏡
町
線

文
政
地
区

鏡
地
区

有
佐
地
区

区
域
運
行

（
４
条
乗
合
）

追
記
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【フィーダー系統に係る公共交通計画の変更について】 

 

１ 省略 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

八代市地域公共交通再編実施計画により路線バスから乗合タクシーへ移行した５系統、

鏡町線及びごかぐるまは、系統毎の利用者数を目標値とする。 

 令和４年４月より運行を開始した高田線及び令和５年１０月より運行を開始した百済来

～坂本線については当面稼働率（注 1）を目標値とする。 

 

 

系統名 指標 現況値 R7年度 R8年度 R9年度 

東町線 利用者数 662人/年 944人/年 1,226人/年 1,507人/年 

産島線 利用者数 1,922人/年 2,059人/年 2,196人/年 2,332人/年 

平和町線 利用者数 6,098人/年 6,522人/年 6,946人/年 7,370人/年 

日奈久～坂本線 利用者数 1,983人/年 2,249人/年 2,515人/年 2,782人/年 

鏡町線 利用者数 878人/年 922→765人/年 966人/年 1,010人/年 

高田線 稼働率 15.2 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 

ごかぐるま 利用者数 498人/年 523人/年 548人/年 573人/年 

百済来～坂本線 稼働率 10.5 ％ 30 ％ 40 ％ 50 ％ 

 

・現況値は 令和 4年 10月～令和 5年 9月 の実績値（平和町線は右回り左回りの合計） 

※ごかぐるまは 令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月、百済来～坂本線は令和 5年 10 月～令和

6年 3月 

令和 7 年度以降の利用者数の目標値については、令和 9 年度にコロナ禍以前の水準まで

利用者数を引き上げるため、令和元年度（平成 30 年 10 月～令和元年 9月）の実績値を令

和 9年度の目標値とする。 

鏡町線及びごかぐるまにおいては、現況値を令和 9 年度まで毎年 5％増加することを目

標とする。なお、鏡町線の令和 7 年度においては 2 か月間の実証実験を行うため、その期

間分の利用見込を差し引いて算出する。（追記） 

高田線及び百済来～坂本線においては、令和 9年度までに稼働率を 50％とすることを目

標とする。 

（注 1）稼働率：設定されている便数に対する、予約があって実際に運行された便数の割合 

 

（２）事業の効果 

 

２．（１）の９系統を維持することにより、集落の高齢者及び、小学校のスクールバスの

代わりに利用する児童等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。 

また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系が実現できる。

さらには、外出促進・地域活性化にもつながることが期待される。 

 

３～１９ 省略 
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【報告事項１】次期八代市地域公共交通計画の骨子案について 

 

現在策定に向けて調査を実施している次期八代市地域公共交通計画について骨

子案をお示しします。 
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資料差し替え 
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【報告事項２】ごかぐるまの現状について 

令和５年１月に運行を開始した五家荘地域の自家用有償旅客運送「ごかぐるま」の

現状についてご報告を行います。 

 

【ごかぐるまの概要】 

実施主体 （一社）五家荘地域プロジェクト 

運行形態 自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送） 

運送の区域 八代市泉町五家荘地域 

運送の対価 区域内 250円／回、区域外 1,000円／回 

備 考 

・月～金の週５日運行（12/29～1/4は運休） 

・バス停・駅・病院・商業施設等を区域外の目的地とする 

・区域外への運行は、行き先を八代・氷川、五木・人吉、美里・甲

佐の 3方面に分け、1運行日につき 1方面の運行とする 

・令和 5年度は利用目的の約 65％が通院であった 

 

【輸送実績】 

年度 稼働日数 延べ利用者数 備考 

R4 42日 58人 1～3月 

R5 171日 498人  

R6 110日 272人 4～9月 

 

【今年度の取組】 

・クラウドファンディングによる運行経費の確保（8月） 

・買物支援事業の試験運行（7～11月） 

 

【現状の課題】 

・住民の認知が広まってきたことで、当初予定していなかった要望を受ける 

例）熊本市など遠距離の運行、土日の運行、早朝・夕方の運行 

・予約が重複し、利用をお断りすることが増えた 

・運行が増える事で経費が増加し、継続性を担保することが難しくなる懸念 

・運行がない日や運行ルートから大幅に外れる方からの買物支援依頼への対応 
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【報告事項３】営業区域外旅客運送の適用状況について 

令和６年度第２回八代市地域公共交通会議にてご協議をいただいた営業区域外旅

客運送について、９月４日に認められたことから適用状況を報告するものです。 

 

くまモンポート八代における営業区域外旅客運送について 

クルーズ船寄港時にはタクシー需要が急増し、八代交通圏のタクシー事業者のみ

では対応が難しい場合があることから、八代交通圏外のタクシー事業者による旅客

運送を可能とし、クルーズ船寄港時のタクシー輸送量を確保するもの。 

【適用の条件と運用】 

・クルーズ乗船客数が概ね 3,000人以上のとき 

・実施時間帯はクルーズ船寄港時間の数時間に限定する 

・くまモンポート八代を出発地とする区域外からのタクシーサービスの提供を 

可能とする 

【適用の流れ】 

・上記に基づき、クルーズ船の寄港情報をあらかじめ、八代市が八代地区タクシ

ー事業者会及び熊本県タクシー協会に伝える 

・八代地区タクシー事業者会がクルーズ船寄港時にタクシー供給量が不足すると

認めた場合は、熊本県タクシー協会が対象となる事業者へ周知を行う 

 

【営業区域外旅客運送の適用状況】 

寄港日/項目 クルーズ船名 乗船客数 適用状況 

9月 25日 リゾート・ワールド・ワン 約 2,000人 適用なし 

10月 4日 メディタラニア 約 2,000人 適用なし 

10月 5日 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 約 5,000人 適用あり 

10月 9日 MSC ヴェリッシマ 約 4,000人 適用あり 

10月 13 日 スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 約 5,000人 適用あり 

10月 14 日 セレブリティ・ミレニアム 約 3,000人 適用あり 

10月 15日 リゾート・ワールド・ワン 約 2,000人 適用なし 

 


